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■ 調査の概要

目的

方法等

自治基本条例の策定にあたって、市民自治を担う自治会や市民
活動団体、ボランティア団体、NPO等の皆様に、現在の活動の
状況や課題、支援ニーズ、今後の展望、条例に対する意向等に
ついてお聞きすることを目的に実施。

調査対象 ：自治会、常会、自治会連合会などの地縁組織110団体
：各種市民活動・ボランティア団体272団体（子ども会など
の地域団体、ＰＴＡなど含む ） 計382団体

調査方法 ：郵送で配布（一部直接手渡しで配布）し、郵送で回収

調査期間 ：平成28年1月22日～２月15日

回収状況

配布数 回収数 有効回答数 有効回収率

382 215 213 55.8％
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資料２



１．団体活動上における主な課題

「運営スタッフが少なく特定の個人に責任や作業が集中する」や 「新しいメンバーや会
員がなかなか入ってこない」などが団体活動上における人材面の主な課題

％85.4 が課題として認識
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１．団体活動上における主な課題

「活動に必要な専門知識が不足している」や 「会合や活動のための場所の確保が難
しい」が団体活動上における活動面の主な課題

％61.0 が課題として認識
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１．団体活動上における主な課題

ＮＰＯ・市民活動団体等の方が強くあらわれている団体活動上における資金面の課題

％46.0 が課題として認識
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１．団体活動上における主な課題

「活動に参加したい人の情報が得にくい」をはじめ 、「他の団体との情報交換や交流が

しにくい」や 「活動を必要とする人や施設の情報が得にくい」などが団体活動上におけ
る情報面の主な課題

％62.9 が課題として認識
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１．団体活動上における主な課題

【小括】

○ 総じてみると、団体活動上の課題の中でも、「人材面の課題」が大半の団体にとっ て
課題となっており、「場所や資機材等の活動面の課題」と 「情報面の課題」も半数以
上の団体にとっ て課題となっています。

○ 一方、「資金面の課題」については、あまり多くの団体にとっ て課題として認識され
ていない特徴がみられます。
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２．団体活動や協働をより活発にしていくための方策

団体活動をより活発にするための行政支援として望まれていることは、「団体に対する

経済的支援（補助金等）」や 「団体が活動するために役立つ行政情報の提供」、「会議
や研修などに利用できる場所の提供」など
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２．団体活動や協働をより活発にしていくための方策

協働のまちづくり推進における行政の取組として特に望まれていることは、「単年度で
はなく中長期的なビジョンで進める」と「市民活動に関する理解を深める」
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２．団体活動や協働をより活発にしていくための方策

市との協働推進のために各種団体が必要な取組は、「気軽に意見交換できる信頼関
係をつ くる」や 「協働に関する認識や理解を深める」など
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４．自治基本条例に盛り込むべ き項目

自治基本条例に定めるべ き大切な項目は、「まちづくりの方向性や将来像」や 「良好な
地域コミュニティの形成」、「住民と行政による協働のまちづくり」で、いずれも４割超の
団体が指摘
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４．自治基本条例に盛り込むべき項目

市政運営の原則として大切な項目は、「市政情報の公開や共有化」や 「市民参加や市
民と行政の協働の積極的な推進」、「危機管理体制の確立」
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４．自治基本条例に盛り込むべ き項目

参加・協働のまちづくりを進めるための しくみとして大切な項目は、「計画策定段階か
らの住民参画の機会」や 「出前講座など、まちづくりの情報共有や意見交換の機会」、
「活動助成金ほか 、ＮＰＯ・コミュニティ等への支援制度」など
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４．自治基本条例に盛り込むべき項目

市長・市職員の責務として大切な項目は、「住民と協働してまちづくりに取り組むこと 」

をはじめ、「行政運営の経費は税金であることを自覚して、常にコスト意識を持つこと 」
や 「職務に必要な知識、技能等の向上に努めること 」
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４．自治基本条例に盛り込むべ き項目

議会の責務として大切な項目は、「住民の意思を反映すること 」をトップに、「行政を監
視しチェックすること」や 「住民に開かれた議会運営に努めること」、「意思決定機関とし
ての責任を自覚すること 」
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４．自治基本条例に盛り込むべき項目

市民の責務として大切な項目は、「住民がまちづくりの主体であることの自覚とまちづ

くりへ の参加」をトップに、「防災や防犯、交通安全など地域の安全安心に配慮するこ
と」や 「自治会や常会への加入と地域活動への参加」
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５．自由回答で出された「条例制定により期待される効果」と 「条例制定に向けた取
組への意見」

【条例制定により期待される効果について】
○ 自主的な市民活動の活発化
○ 市制と市民等のつなが りや交流が深まること
○ 市民のまちづくり活動への関心・意識の高まり
○ 住民視点に立った行政運営が行われること

【条例制定に向けた取組への意見】
○ 団体だけでなく、市民個人の意見の反映、声なき声の抽出
○ 市民に分か りやすい文章・表現での制定
○ 条例についての周知が進んでおらず、市民の意識改革・情報提供が必要
○ 制定には現行の市民活動内容の反映、制定後は現状に即した定期的な見直し
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